
─ ─227

中華人民共和国における「選挙民主主義」の現状
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１．はじめに──権威主義体制と選挙はいかなる関係にあるのか？

　本稿の目的は、関連する先行業績を整理・検討しつつ、中華人民共和国
（以下、中国）の政治体制において、選挙制度のもつ意義とその現状を考
察することにある。なおこの文章は、筆者が現在取り組んでいる「中国共
産党の民主主義」に関する研究の準備作業としての意義をもつ。
　ラリー・ダイアモンド（Larry Diamond）のよく知られた定義によれば、
「選挙民主主義（electoral democracy）」とは、「普通選挙権に基づき、定期
的で競争的な、かつ複数政党による選挙を通じて、立法府と行政首長が選
出される、文民による憲政のシステム」をいう2）。しかるに、今日、世界
の多くの非民主主義国のなかでも、その代表格として知られる中国におい
て、上記の基準を満たす選挙民主主義は存在しない。ただし、本文以下で
みるとおり、現行制度の下でも、各種の選挙が実施されており、これを留
保条件付きの《選挙民主主義》として表現することは可能であろう。
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　他方、比較政治学の最近の研究によれば、一般に想像される以上に、権
威主義体制と選挙の政治的親和性は高い3）。すなわち、権威主義の多くの
国で、選挙が実際に行われているという現実に対し、研究者たちは、一面
において、選挙が民主化をもたらす可能性を指摘しつつ、他面では「権威
主義体制と選挙という一見したところ相いれないものに当惑しながらも、
選挙を行っている独裁政権の方が、そうでない体制よりも長持ちしやすい
という経験的事実」を認めている4）。例えば、選挙を旗印とする政治的正
統性のアピールはもとより、選挙を通じたパトロン─クライアント関係の
調整と、これによるカウンター・エリートの取り込みなどの面で、選挙は、
支配者集団にとってきわめて有用である。要するに、権威主義体制にとっ
て、選挙は民主化の促進剤にも、支配体制の延命策にもなりうるという点
で両義的な意味合いをもち、このことは、中国の場合も例外ではない5）。
　これらの点を念頭に置きながら、以下では、中国政治における選挙の今
日的意義を検討する。その際、現行の各種選挙のなかでも、制度の成熟度
が最も高いとされる農村選挙を中心として、これに関する主要な研究業績
を整理・紹介し、中国における選挙の「最前線」の状況を確認する。

２．現代中国の《選挙民主主義》と選挙研究

⑴　中華人民共和国における主な選挙の種類と制度改革の概要

　いかに「一党独裁」の国とはいえ、中国においても、様々な選挙が実施
されている。このうち、先行研究で多く取り上げられてきた主な選挙の種
類と、近年におけるそれぞれの制度改革の要点、および、その一般的な評
価を確認すれば、以下のとおりである。

ａ．人民代表大会の代表選挙
　立法機関である全国及び地方各級の人民代表大会の代表選挙では、1980
年以来、県以下の行政レベルで住民の直接・「差額」選挙が行われている6）。
ただし、その「代表選出のシステムと実態は非常に形式的」であり、①都
市─農村間の代表権格差（「固定された一票の格差」）、②複数回の間接選挙、
③競争性の制限などにより、直接・秘密・平等・普通の選挙の諸原則が「法
の上でさえ実現していない」7）。
　実際の選挙の過程では、候補者選定をはじめ、選挙の各段階で共産党が
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強力に介入を行い、投票日の前には、事実上、当選者が決定している8）。
最近の研究によれば、2000年代に入って実施された計３回の県級以下の
人代代表の直接選挙では、いずれも９割を超える投票率と得票率が実現さ
れ、共産党が「過程と結果をコントロールするという意味」において、人
代代表の選挙は「完成度を高めている」という9）。
　近年の改革のうち、１つの進展は、2011年の選挙法改正により、上記
①の都市と農村の４対１の代表権格差が、１対１に是正されることとなっ
た10）。しかしこれとて、中国側の関係者がいうように、全人代の代表は「地
域代表のほか、軍などの枠組みからも選出されるため、法改正によって全
体に占める農村からの代表が急増するわけではない。……ただ、現状より
は農村の声が全人代の議論に反映しやすくなる」という意義にとどま
る11）。これについては、現職の全人代の代表構成に関する研究でも、住民
投票を経ていない軍代表の多さ、例えば、山東省など中国有数の「人口大
省」の代表者数と比べた場合の「軍にたいする異常な『優遇』措置」が指
摘されている12）。
　また、こうした制度改革とは別に、2000年代に入って以降、地方の人
代選挙では、共産党の承認をえずに、個人が自由意思に基づいて、独自に
立候補する動きもみられる。「独立候補者」と呼ばれるこれらの人々に対し、
共産党は、候補者名簿に名前を記載しないなど、露骨な選挙干渉を実施し
ているが、こうした運動は全国的にじわじわと広がりを見せている13）。た
だし、政治改革への意欲と立候補の狙いについて、独立候補者の多くは、「過
去の民主化運動と一線を画」し、自分たちは、「『憲法で保障されている権
利を行使するだけ』との立場で、政府や共産党を否定するわけではない」
との見解を示している14）。

ｂ．末端レベルの行政首長選挙
　後述する農村の選挙に触発される形で、1990年代末から2000年代初頭
の一時期には、都市部においても、末端レベルの行政首長の直接選挙の機
運が高まった。1998年から99年にかけて、四川省や広東省では、「郷長・
鎮長」の選挙改革が試みられ、法律で定められた既存の方法（①住民の直
接選挙で郷・鎮の人代代表を選出→②同代表の間接選挙で郷・鎮長決定）
に代えて、実質的に、住民の直接選挙で首長を選出するやりかた（例：①
住民による予備選挙で首長選挙の候補者を選出→②最多の得票者を、郷・
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鎮長選挙の唯一の候補者として人代に推薦→③形式的投票で当選決定）が
試行された15）。
　しかし、そのような最下級の公職ポストの選挙でさえ、結局のところ、
共産党は臆病な対応に終始した。実際、選挙の手続きと実情をみれば、そ
れは「より自由で民主的な選挙を目指した改革のように見せながら、その
じつ選挙結果が党の意思に反することのないように、周到な準備と計算が
なされて」いたにもかかわらず、2001年７月、共産党中央と人代の関係
部門は、上述のごとき住民の直接選挙を主眼とする制度改革が憲法違反で
ある旨を指摘し、正式にこれを禁止した16）。

ｃ．共産党内の幹部選出選挙
　「党内民主主義を拡充する」とのスローガンの下、共産党は、近年、党
内の各種ポストについても、選挙の活用または再活性化を呼びかけている。
例えば、末端レベルでは、党組織の指導要員の選出に際して、一般党員の
みならず、党員でない者に対しても、選挙への部分的な参画を認めるよう
になっている。その基本的な手順は、「①非党員の者を含む、郷・鎮の住
民や住民代表による候補者の推薦投票→②推薦票の獲得数に基づく複数候
補者の選定と、人物審査を経た後の正式候補者の決定→③正式候補者への
一般党員の直接投票」である。こうした選挙は、2005年10月までに、全
国13の省、計217の郷・鎮で実施されており、一定の広がりをみせてい
る17）。
　ただし、非党員参加型の選挙も含め、共産党内の各種選挙（党代表大会
代表選出選挙、党委員会委員・書記選出選挙など）を総合的に分析した研
究によれば、第一に、「党内民主」のかけ声とは裏腹に、「自由な選挙、と
りわけ、立候補の自由は未だ保証されていない」18）。第二に、とくに候補
者選定の過程では、上級の党組織などが強い影響力を行使できる仕組みが
制度的に担保されている。第三に、非党員参加型選挙の普及は、あくまで
も「党の指導」の貫徹を前提とするもので、「基層部においてソロソロと
歩みを始めたのが、党内選挙改革の現状」であるという。
　他方、党内選挙に関する最近の注目すべき展開として、第17期党中央
政治局委員の選出プロセスにおいて、推薦投票（予備投票）が初めて実施
されたことが挙げられる。2007年６月、前期の16期中央委員や同候補委
員を含む約400人が、およそ200名の人物名が記載された候補者名簿の中
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から推薦票を投じ、この結果をふまえて新任の政治局人事が決められたと
いう19）。得票結果と人事決定をめぐる具体的なやり取りは、依然として秘
密のヴェールに包まれている。とはいえ、こうした動きは、「今日の中国
政治が、中国共産党の最高指導者たちを選出するプロセスにおいてすら、
利益の表出と利益の調整のメカニズムの導入を要求していることを示唆し
ている」20）。

ｄ．村民委員会の役員選出選挙
　以上の叙述からすでに明らかなように、中国において、近年、民主的選
挙に向けた一定の進展が認められるのは、主に末端レベル、草の根レベル
の選挙であり、この方面の研究も一定程度進んでいる。そして、ほとんど
の研究者にとって「グラス・ルーツの選挙といえば、村の選挙を意味する。
すなわち、中国の選挙に関する大多数の研究は、村民委員会に焦点を当て
ている」21）。この点、今日の中国における《選挙民主主義》に関して、そ
の実体的部分の多くは、グラスルーツ・レベルの選挙、具体的には、村の
自治機関である「村民委員会」の正副主任や同委員会委員のポストをめぐ
る選挙が担っている。
　村民委員会選挙の詳細は次節に譲るとして、それまで形式的な存在にす
ぎなかった同選挙の改革が、主要な政治課題として浮上したのは1990年
代のことであった22）。とくに、90年代半ば以来の最も重要な成果として、
多くの先行研究は、当局の承認の下、候補者の自由推薦投票（一般に「海
選」と称される）が、全国的に普及したことを挙げている23）。これは、村
よりも上級の郷・鎮政府や党組織の幹部によって推薦された候補者に投票
していた従前の方式に比べて、候補者選定に対する有権者の選択権が一定
程度増えたことを意味する24）。
　ただし「海選」方式は、純然たる立候補ではなく、有権者の被選挙権が
制限されていることに変わりはない。また、推薦票を獲得した予備的候補
者についても、共産党による干渉と調整を経て、正式候補者が決定される
ため、実際に「当選」する者の多くは共産党員である25）。従って「海選」
の導入は、自由で公正な選挙権の保証も、選挙過程に対する共産党の影響
力の低下も、意味しないというのが一般的な見方である26）。
　また、容易に想像されるように、多くの研究者たち、とくに欧米の学界
では、村民委員会選挙に対して、当初より、「参加の制度化 説明責任の
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向上 ガバナンスの改善」の相互発展の図式と、これに基づくボトム・アッ
プ型の民主化シナリオの実現を期待して、様々な検証が進められてき
た27）。しかし今日に至るまで、そうした草の根レベルの選挙改革が「党＝
国家体制（party-state system）」のレジーム・レベルでの変革を促すような
兆候はみられない。むしろ、日本側研究者の通説的理解によれば、こうし
た農村選挙の目的は、選挙を通じた「国家統治の強化」、具体的には「末
端幹部の逸脱掣肘と農民の不満の慰撫」にあり、それ以上でもそれ以下で
もない28）。
　以上を総じていえば、今日、中国では、各種の選挙が実施され、形式的
には《選挙民主主義》が存在する。しかし、その実質化を目指した近年に
おけるいくつかの改革は、贔屓目にみても「一進一退」の評価にとどまる。
同時に、そうした改革の主戦場である末端レベルの選挙の充実が、政治体
制の全体的な民主化を招来する兆しも、現時点では確認できない。共産党
の制度改革の目的は、選挙を通じた大衆の政治参加の適度な促進と、これ
による支配の正統性の部分的再調達、および政治的安定の確保にある。共
産党にとって、選挙とは、民主化なきガバナンス改良の方策として捉えら
れている。
　それでは、中国の選挙制度は、実際に、そうした共産党の思惑どおりに
機能しているのか。この問題について、次節では、前出の村民委員会選挙
を事例としてみていく。

⑵　村民委員会選挙を事例とする中国の《選挙民主主義》

　既述のとおり、中国の現行制度の下で、その本義に照らして、いくぶん
なりとも実効的な選挙としては、村民委員会選挙が筆頭候補である。しか
し、同委員会選挙については、比較的多くの研究の蓄積にもかかわらず、
その「選挙制度の質をめぐる評価については、今日まで確定していな
い」29）。そこで以下では、選挙の過程内在的分析に力点を置いた最近の研
究成果を参照しつつ、そこに示される中国の選挙の現状と課題を確認する。

ａ．村民委員会選挙の概要
　村民委員会は、農村における末端レベルの住民自治組織として、「1982
年憲法」によって法的地位が付与された30）。同委員会は、正副主任を含む
３～７名の委員（任期３年）で構成され、18歳以上の村民が選挙権と被
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選挙権を有する。村民委員会の主任は「村長」と呼ばれることが多いが、
委員会の法的地位はあくまで自治機関にすぎず、行政の首長ではない。
2009年末時点で、全国の村民委員会の数は、約59万9,000にのぼる。
　選挙に関して、1987年11月に制定された「村民委員会組織法（試行）」は、
村民委員会の上記役職の直接選挙を規定し、前述の「海選」や差額選挙、
秘密投票の実施など、様々な実践経験が積み重ねられた。その後、98年
11月には、選挙の手続き規程を拡充する方向での改正を経て「村民委員
会組織法（以下、旧法と略記）」が公布された31）。さらに、2010年10月には、
同法の改正案（以下、新法）が、全国人民代表大会で採択された。このよ
うにおよそ10年ごとに制度の見直しがなされている。今日では、チベッ
ト自治区などを含む、すべての省レベルの地域で、３年ごとに選挙が実施
され、約６億人の農村住民が投票に参加している32）。
　また、上記の過程では、諸外国とくに米国が強力なサポートを行ってき
た。中国国務院の民政部は、1980年代末から90年代にかけて、「フォード
財団（Ford Foundation）」「アジア財団（Asia Foundation）」などから、資金・
技術面の支援を受け、なかでも「カーター・センター（Carter Center）」は、
90年代半ば以降、民政部の協力の下、中国の「村民自治」に民主化の萌
芽を見出し、こうした問題意識に基づき、現在まで、全国の農村で実践的
な選挙支援や研究活動を行っている33）。

ｂ．選挙の手続きと実態把握の困難
　村民委員会選挙の具体的段取りについては、地域ごとに若干のバリエー
ションがあるものの、「①選挙管理委員会の設立→②候補者の推薦→③正
式候補者の確定→④投票」の４つの段階を経ることは、おおむね共通して
いる。このうち②については、前述のように、1990年代以来、「海選」方
式の普及が指摘できる（ただし、これも既述のとおり、海選の実施は、選
挙過程全体に対する共産党の指導力の低下を意味しない）。
　村民委員会選挙について、1990年代以降、主に英語圏でなされた研究
の包括的なレビューによれば、98年の旧法施行以来、上記選挙には、地
理的カバーの広がりや手続きの改善などの面で大きな進展があった。すな
わち、有権者登録や候補者推薦、秘密投票など、選挙の各プロセスには依
然として多くの課題があるものの、時間の推移と共に、状況は改善してい
る。「競争的で、適度に公平な選挙」が数多く実施され、投票率も総じて
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高く、この結果、「権力へのアクセス権（access to power）」は着実に拡大
しているという34）。
　しかし同時に、この分野の有力な研究者の１人であるメラニエ・マニオ
ン（Melanie Manion）によれば、村民委員会選挙については個人の体験談
や個別地域の事例研究など、数多くの証拠が集められたが、規模の大きさ
とバリエーションの多さ──それは、中国政治全体に共通する問題である
が──のために、「村の民主化をめぐるいかなる主張も支持しうる」とい
う点で、実質的な成果がなお乏しいこと、とくに、全国レベルでの統計的
に信頼性の高いデータが入手困難なため、有権者の投票行動に関する分析
の不十分さを指摘していた35）。

ｃ．最近における研究の成果
　こうした状況にあって、最近、全国規模での統計分析に基づく２つの注
目すべき研究が発表された36）。これらはいずれも、村民委員会選挙の法定
手続きの履行状況について、地方間の不均等性に着目しながら、選挙の過
程内在的分析を試みている。以下、それぞれの研究の概要を紹介する。

イ）制度的観点からみた選挙の質の向上
　１つ目は、ジエ・ルー（Jie Lu）が2012年６月に発表した研究で、村民
委員会選挙の実態とその時間的変化について、全国範囲の標本調査を用い、
2002年と05年の二時点比較を行ったものである。そこでルーは、98年の
旧法の選挙規程が、2000年代以来、全国でどの程度遵守され、またその
状況がいかに変化しているかを、上述した選挙の手続き（①選挙管理委員
会の設立、②候補者の推薦、③正式候補者の確定、④投票）ごとに調査し
た。その分析結果は、以下のとおりである（調査結果の概要は、文末の表
１を参照のこと）。
　第一に、手続きの公正化の面で、全体的な印象は一進一退の感が強い。
例えば、候補者の推薦方法では、「予備選挙（海選）」が増える一方、「自
己推薦」すなわち、自由意思に基づく立候補の採用などが減少している（表
１、②・ｂ））。ただし、少なくとも表面的には、党組織および上級政府か
らの露骨な選挙介入は、減っている（表１、①・ｂ）& ｃ）、②・ｃ）、③・
ｂ）& ｃ））。
　第二に、上記の選挙手続きについて、その全てで適法性を確保している
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割合は、微増してはいるものの、調査が行われた2005年時点でも、依然
として調査対象地域の２割に満たない（表１、⑤・ｄ））。1998年の旧法
の施行から７年、87年の試行法の成立から約20年の時間を経てもなお、
こうした厳しい現実が横たわっている。
　第三に、一連のプロセスのうち、「候補者の推薦」と「差額選挙」は比
較的高い割合で遵法状況にある。これに対して、「選挙管理委員会の設立」
と「正式候補者の決定」は、全体の半数以上が違法なやりかたを続けてお
り、なかでも、当落の帰趨に直結する「正式候補者の決定」では「最も重
大な操作」が行われている37）（表１、⑤・ａ）& ｂ）& ｃ））。これらは、
個別の事例研究による従来からの指摘を統計的に裏づけている。
　第四には、以上のとおり、選挙の遵法状況は不均等に発展しているが、
しかし、2002年と05年の比較において、４つの手続きのすべてで適法の
割合が増加しているように、きわめて緩慢なペースとはいえ、時間の経過
と共に、選挙の質は向上している（表１、⑤・ｅ））。
　同時に、こうした適法性の改善要因について回帰分析を行った結果、社
会集団（とくに宗族）が、持続的で重要な影響を示した。すなわち「相争
う複数の宗族が存在する村では、高い質の選挙制度を有するとの顕著な傾
向が認められる。要するに、村民委員会選挙は、農村コミュニティにおけ
る社会集団の努力を効果的に引きつけ」ており、「選挙に関わっている社
会集団は、より透明性の高い競争的な選挙へと推進力を発揮している」と
いう38）。

ロ）草の根民主主義の推進力
　次に、フービン・スー（Fubing Su）を代表者として、北京大学などに
所属する複数の中国人研究者が参加して行われた、村民委員会の投票率に
関する研究をとり上げる39）。前出のルーと同じく、村民委員会選挙の地域
的・制度的多様性を念頭に置きながら、スーらの研究チームは、村ごとに
投票者数の多寡が生み出される要因、言い換えれば、村民の選挙参加の促
進要因を探っている。
　スーらの分析によれば、各地における投票率の高低には、次の２つの要
素が、統計上有意な関係を示している。１つ目は、選挙手続きの充実度で
あり、制度の競争性・透明性・公正性が高い村ほど、投票率は上昇する。
すなわち「質の高い選挙手続きを備えた有意義な選挙に対して、村人たち
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はいっそうの好反応を示している」40）。
　２つ目は、伝統的な社会的ネットワーク、とくに宗族による投票動員が
重要である。例えば、複数の宗族が村内に存在し、それらの間に社会紛争
の経験がある場合、村全体の投票率は高くなる41）。こうした見解は、先に
みたルーの見解とも部分的に重なり合うが、スーらの研究チームの場合、
パットナム（Robert D. Putnam）の「ソーシャル・キャピタル」の議論が、
分析の視野に収められている42）。他方で、強力な宗族の存在は、コミュニ
ティ内での「多数者の専制」の危険性があるため、法の支配や市民意識の
涵養に資するその他の社会集団の成長が必要である点も指摘されている。

　以上のような村民委員会選挙に関する最近の研究成果は、次のいくつか
の事柄を示唆している。第一に、時間の推移に伴って、選挙の質が漸進的
に向上していることは、農村コミュニティの社会経済的近代化と、これに
よる利害関係の複雑化・多様化が、選挙制度の公正化という政治的近代化
をも要請していることを示している。それ故、部分的とはいえ近代化論的
解釈が妥当する。
　第二の注目点は、宗族という伝統的な人間集団とそれらの間の社会紛争
が、政治的近代化を促していることである。従来の研究では、農村選挙に
対する宗族の役割について、否定的な見解を示すものが多かった43）。この
点、上述した社会資本論などの新たな分析視角や方法に基づく、いっそう
の研究の深化が待たれる。
　第三に、選挙制度の質的改善が、投票の量的拡大と正の相関関係にある
点について。民主主義国では、選挙制度や政党システムのありかたなどは、
有権者の投票行動、とくに投票に伴うコスト─ベネフィットの計算に大き
な影響を及ぼす。他方、中国の村民委員会選挙でも、文字どおり「ゲーム
のルール」の規範化・公正化が、有権者の投票行動に対し、政治的に期待
される正の効用を及ぼしているとすれば、中国の農民集団についても、現
在または将来において、他の民主主義国の有権者と一定程度共通した投票
行動のパターンが形成される（またはされつつある）かもしれない。少な
くとも、自由で公正な選挙に対する社会的要求の潜在的広がりは、十分に
感得できるであろう。
　この点については、末端レベルの人代代表選挙における有権者の投票行
動によっても傍証される。最近の研究によれば、投票に対する有権者の主
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な動機は、党員資格などに示される支配体制との政治的近接性や、既得権
益に対する現状肯定ではなく、個々の有権者の持する「政治的義務感や人
代代表の活動への関心、政治体制改革への責任感」などであるという44）。
　最後に、四番目として、村民委員会選挙や人代選挙の現状をみれば、①
中国の基層社会においては、今日すでに、一般的な意味での選挙民主主義
の発展可能性と、それに対する住民の期待が広く潜在し、かつ、それらは
中長期的な趨勢として強まっていく可能性が高いこと、②しかし、そのよ
うな社会的要求に対する対応の遅れが、共産党の当初の思惑とは裏腹に、
ガバナンスの不良と社会不安を惹起していること、の２つが窺える。
　とくに後者の点について、既述のとおり、共産党にとって選挙は、民主
化なきガバナンス改良の重要な方策であった。しかし、上述のごとき選挙
に対する住民の期待と現実とのギャップ、および、こうした状況に部分的
に起因するであろう基層社会の不安定化は、今日までのところ、共産党の
期待を完全に裏切っている。事実、1990年代末以降、村民委員会選挙の
普及にもかかわらず、いわゆる「集団抗議活動」は増加の一途を辿ってお
り、農村統治は不安定化し、選挙は秩序安定に十分に寄与していない45）。
むしろ、選挙のカバーの広がりにもかかわらず、農村部での騒擾事件が増
えていることは、選挙の制度的不徹底や不十分な履行状況、およびそれへ
の有権者の失望や不満が、民衆暴動の呼び水に転化している可能性を示唆
している46）。これらを総じていえば、中国の現行の《選挙民主主義》は、
民主化の促進剤としても、権威主義の延命策としても、いずれの面でも十
分に機能しておらず、ある種の行き詰まりの状態に陥っている。

３．おわりに

　以上において、筆者は、近年の研究動向を概観しながら、中国の政治体
制とその安定性に対する選挙制度のもつ意義を検討した。そこで明らかに
されたのは、次の２つである。
　第一に、今日、中国の「党＝国家体制（party-state system）」は、各種の
選挙（例：人民代表大会の代表選挙、共産党内の幹部選出選挙、村民委員
会の役員選出選挙）を実施し、形式的には《選挙民主主義》が存在する。
しかし、選挙の本義からすれば、その意義はきわめて小さい。くわえて、
近年における改革の成果も、総じて「一進一退」の状況にとどまる。
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　また、制度改革の主な対象である草の根レベルでの選挙の充実が、政治
体制全体の民主化を招来する可能性も、現時点ではみられない。共産党に
とって、選挙改革の目的は、選挙を通じた支配の正統性の強化とこれによ
る政治的安定の確保であり、選挙は、民主化なきガバナンス改良の手段に
すぎない。
　第二には、村民委員会選挙などの現場の実情に鑑みれば、現在、中国の
基層社会には、競争性と公正性を備えた自由な選挙への社会的ニーズが広
く潜在している。しかるに、そうした人々の期待にもかかわらず、実際の
選挙過程は適法性を著しく欠いており、この結果、選挙は社会秩序の安定
に貢献していない。事実、2000年代以降、村民委員会選挙が全国的に普
及する一方、農村での集団抗議活動も増加の一途をたどっている。この点、
中国の既存の《選挙民主主義》は、民主化の準備はもとより、権威主義の
生き残りの面でも、十分な効果を挙げていない。それは、手詰まり感の色
濃い政治的凍結状態にあるといえよう。
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表１　全国の村民委員会選挙における法定手続きの履行状況
（2002年と05年の二時点比較）

①選挙管理委員会の設立

　ａ） 旧法の規定では、表中の上位２つ（「村民会議」の推薦、「村民小組」の推薦）が
適法

　ｂ） 適法でない「村民代表者会議」が増加する一方、共産党の党支部の推薦が減少
　ｃ） 前期の村民委員会や上級政府（郷・鎮政府）の推薦も減少

選挙管理委員会の設立方法 2002年 2005年 増加率
村民会議の推薦 42.7％ 39.6％ －3.1

村民小組の推薦 14.1％ 8.7％ －5.4

村民代表者会議の推薦 37.8％ 42.7％ ＋4.9

党支部の推薦 17.8％ 4.0％ －13.8

前期の村民委員会の推薦 3.3％ 1.3％ －2.0

郷・鎮政府の推薦 3.3％ 2.4％ －0.9

②候補者の推薦

　ａ） 旧法の規定では、表中の上位３つ（予備選挙、有権者の連名推薦、自己推薦）が
適法

　ｂ） 「海選」が増える一方、有権者の連名推薦と自己推薦が減少
　ｃ） 党支部や上級政府など、その他の政治組織による指名も、軒並み減少

候補者の推薦 2002年 2005年 増加率
予備選挙（中国語は「海選」） 36.5％ 55.7％ ＋19.2

有権者の連名推薦 33.6％ 16.9％ －16.7

自己推薦 17.8％ 3.2％ －14.6

党支部または他の組織の指名 15.8％ 4.0％ －11.8

上級政府の指名 4.6％ 0.5％ －4.1

村民小組または村民代表者会議の指名 36.1％ 16.6％ －19.5

選挙管理委員会の指名 8.2％ 2.9％ －5.3

③正式候補者の決定

　ａ） 「予備選挙」と「村民代表者会議」の決定が主な方法
　ｂ） 内部討論による決定が減少
　ｃ） 選挙管理委員会・党支部・上級政府の決定についても、みな減少
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正式候補者の決定 2002年 2005年 増加率
予備選挙（中国語は「予選」） 35.7％ 37.0％ ＋1.3

村民代表者会議の決定 49.0％ 46.4％ －2.6

内部討論による決定 9.5％ 5.0％ －4.5

選挙管理委員会の決定 9.1％ 5.0％ －4.1

党支部の決定 5.0％ 0.5％ －4.5

上級政府の決定 5.0％ 1.9％ －3.1

その他 0.4％ 4.0％ ＋3.6

④「差額選挙」での投票

　ａ） 「差額選挙」の制度は、ほぼ定着した

「差額選挙」での投票 2002年 2005年 増加率
村民委員会主任への投票 85.1％ 91.6％ ＋6.5

村民委員会委員への投票 86.3％ 95.3％ ＋9.0

⑤選挙の各段階ごとの遵法状況

　ａ） 上記４つの段階のうち、「差額選挙」と「候補者の推薦」の適法の度合いが高い
　ｂ） とくに「海選」を中心とする候補者の推薦プロセスは、適法の増加が比較的顕著
　ｃ） ４つの段階のうち、「選挙管理委員会の設立」と「正式候補者の決定」の違法性

が高い
　ｄ） すべての段階の適法の度合いも、わずか17％にとどまる
　ｅ） しかし、2002年と05年の比較では、「すべての段階の適法の割合」は微増してい

る

選挙の各段階ごとの適法状況 2002年 2005年 増加率
選挙管理委員会の設立 42.3％ 48.5％ ＋6.2

候補者の推薦 51.9％ 75.7％ ＋23.8

正式候補者の決定 29.5％ 36.9％ ＋7.4

「差額選挙」 79.7％ 91.0％ ＋11.3

すべての段階の適法の割合 11.2％ 16.6％ ＋5.4

〔出典〕
Jie Lu, “Varieties of Electoral Institutions in China’s Grassroots Democracy: Cross-
Sectional and Longitudinal Evidence from Rural China,” The China Quarterly, no. 210 
(June 2012) , pp. 486‒487. 一部改。
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